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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面とデジタル装置とをインターフェースさせる方法であって、
　前記デジタル装置が前記表示面に近づけられると前記デジタル装置を、前記表示面の検
出モジュールによって検出し、
　前記表示面の認識モジュールによって、前記デジタル装置を識別し、
　前記表示面のデータ接続モジュールによって、前記表示面と前記デジタル装置との間に
通信を確立し、
　前記デジタル装置に関連付けられる情報の表現を、前記表示面の視覚化モジュールによ
って前記表示面に表示し、
　前記デジタル装置のシャドー表現を、前記表示面の視覚化モジュールによって前記表示
面に表示し、
　前記情報の表現を表示することは、前記情報の表現を前記表示面のいくらかの部分にわ
たって前記デジタル装置の前記シャドー表現から取り出すように表示させることを含み、
　前記情報の表現を表示することは、前記デジタル装置と前記表示面が使用される環境と
に関連する前記情報の表現を表示することを含み、
　前記表示面上は、前記デジタル装置に関連付けられる保護ゾーンと、前記保護ゾーン以
外のゾーンである共通ゾーンとに分割され、
　前記情報の表現は前記保護ゾーン内に表示され、
　前記デジタル装置が移動すると、前記保護ゾーン内の前記情報の表現が前記デジタル装
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置の移動の後を辿って移動することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記デジタル装置が前記表示面の近傍から外れるときに、前記情報の表現を前記表示面
から除去することをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記表示面は水平表面を備え、
　前記デジタル装置を検出することは、前記デジタル装置が前記水平表面上に配置される
ときに前記デジタル装置を検出することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　デジタル装置とインターフェースするように構成される表示面を備えるシステムであっ
て、
　前記デジタル装置が前記表示面に近づけられると前記デジタル装置を検出する検出構成
要素と、
　前記検出構成要素に結合され、前記デジタル装置を識別する識別構成要素と、
　前記識別構成要素に結合され、前記デジタル装置と通信する通信構成要素とを含み、
　前記表示面は、前記デジタル装置に記憶されている情報の表現を表示するように構成さ
れ、
　前記デジタル装置のシャドー表現が、前記表示面に表示され、
　前記情報の表現は、を前記表示面のいくらかの部分にわたって前記デジタル装置の前記
シャドー表現から取り出すように表示され、
　前記情報の表現は、前記デジタル装置と前記表示面が使用される環境とに関連する前記
情報の表現であり、
　前記表示面上は、前記デジタル装置に関連付けられる保護ゾーンと、前記保護ゾーン以
外のゾーンである共通ゾーンとに分割され、
　前記情報の表現は前記保護ゾーン内に表示され、
　前記デジタル装置が移動すると、前記保護ゾーン内の前記情報の表現が前記デジタル装
置の移動の後を辿って移動することを特徴とするシステム。
【請求項５】
　前記デジタル装置は、
　デジタル情報記憶装置と、
　前記デジタル情報記憶装置に結合される通信ポートと、
　前記通信ポートに結合され、前記通信ポートを通じて前記表示面に接続するためのソフ
トウェア命令を実行するように構成されるプロセッサとを備えることを特徴とする請求項
４に記載のシステム。
【請求項６】
　表示面を通じてデジタル装置がアクセス可能なデジタル情報の操作を可能にする方法を
コンピュータシステムに実行させるコンピュータ可読プログラムコードを記憶しているコ
ンピュータ使用可能媒体であって、前記方法は、
　前記デジタル装置を前記表示面とインターフェースさせ、　
　前記デジタル装置が前記表示面に近づけられると、前記デジタル装置を、前記表示面の
検出モジュールによって検出し、
　前記表示面の認識モジュールによって、前記デジタル装置を識別し、
　前記表示面のデータ接続モジュールによって、前記表示面と前記デジタル装置との間に
通信を確立し、
　前記デジタル情報の表現を、前記表示面の視覚化モジュールによって前記表示面に表示
し、
　前記デジタル装置のシャドー表現を、前記表示面の視覚化モジュールによって前記表示
面に表示し、
　前記デジタル情報の表現を表示することは、前記デジタル情報の表現を前記表示面のい
くらかの部分にわたって前記デジタル装置の前記シャドー表現から取り出すように表示す
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ることを含み、
　前記デジタル情報の表現を操作するための命令を受信し、
　前記デジタル情報の表現を操作するための前記命令に従って、前記デジタル情報を操作
させることを含み、
　前記デジタル情報の表現を表示することは、前記デジタル装置と前記表示面が使用され
る環境とに関連する前記デジタル情報の表現を表示することを含み、
　前記表示面上は、前記デジタル装置に関連付けられる保護ゾーンと、前記保護ゾーン以
外のゾーンである共通ゾーンとが分割され、
　前記デジタル情報の表現は前記保護ゾーン内に表示され、
　前記デジタル装置が移動すると、前記保護ゾーン内の前記デジタル情報の表現が前記デ
ジタル装置の移動の後を辿って移動することを特徴とするコンピュータ使用可能媒体。
【請求項７】
　前記共通エリアには、他の前記デジタル装置がアクセス可能な他の前記デジタル情報が
表示されることをさらに含むことを特徴とする請求項６に記載のコンピュータ使用可能媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施の形態は、デジタルコンピューティング装置が対話式表示面（ＩＤＳ）と
インタフェースすることができるようにする方法及びシステムであって、それによって、
これらの装置に記憶されているデジタル情報を処理する新しい方法を可能にする方法及び
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポータブルデジタルコンピューティング装置は、現代の文化においてますます普及しつ
つある。このような装置は、携帯電話、個人情報端末（ＰＤＡ）、ポータブルＭＰ３プレ
ーヤ、デジタルカメラ及びカムコーダ、並びにポータブルビデオゲームプレーヤを含み、
これらのユーザが、不便さが全くない状態で膨大な量のデジタル情報を携帯することがで
きるようにする。これらの装置は、多くの場合、可搬性に関して最適化され、小型である
という要素及び低消費電力が非常に重要視される。
【０００３】
　これらの設計特徴を達成するために、使いやすさが犠牲にされてきた。このような装置
のディスプレイは、存在する場合であっても非常に小さなことが多い。容易な機能は通常
、いくつかの主要ボタンを通じてアクセスされるごくわずかな選択機能に限られ、使用頻
度が低い選択肢は、小さな一体化されたディスプレイ上のメニューを行き来することによ
ってアクセスされるメニュー及びサブメニュー内に深く埋め込まれる。さらに、これらの
装置は通常、ユーザの記憶されているデジタルデータにアクセスする方法をたった１つし
か提供しない。すなわち、デジタルカメラは、ユーザが撮影した写真を小さな埋め込みＬ
ＣＤ画面で見られるようにし、ＭＰ３プレーヤは、ユーザが記憶されている歌を再生する
ことができるようにし、ＰＤＡは、ユーザがその日の予定を圧縮ビューで見られるように
する。
【０００４】
　多くの場合、ユーザが各自のデジタルデータにアクセスするために提供される唯一の方
法は、装置をコンピュータに直接接続し、専用ソフトウェアを使用して装置とインタフェ
ースし、データをコンピュータに移すことによる。しかし、このソリューションには望ま
しくない固有の制約がある。データを利用するためには、多くの場合、データをコンピュ
ータ自体にコピーしなければならず、これによって、ユーザのデータが複数のロケーショ
ンに残る。コンピュータとインタフェースするには、専用のソフトウェア又はハードウェ
アが必要である場合があり、これは、ユーザがこのデータを利用することができる場所を
制限する。また、装置によっては、この制限された選択肢さえもユーザに提供しないもの



(4) JP 4777458 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

があり、このような装置に入力されるデータは、その装置自体に内蔵されたツール以外で
はアクセスすることが不可能である。
【０００５】
　さらに、単一のデスクトップコンピュータを介してしかデータにアクセスできないこと
は、社会的状況においてこれらの装置の有用性に負の影響を有する。ユーザは、友人とデ
ジタル写真を共有したいであろうが、すぐには、又はみんなのいる場所ではそうすること
ができず、いつか別のときにベースコンピュータに戻り、デジタル写真を友人に転送しな
ければならない。ユーザは、友人に新曲を聴かせたいであろうが、ＭＰ３プレーヤ及びヘ
ッドフォンを介しての手渡しに制限され、２人が１つのイヤフォンを介して一度に聴くこ
とはできない。友人２人はゲームを一緒にプレイしたであろうが、１台のＰＤＡを共有す
ることは非現実的である。
【発明の開示】
【０００６】
　ユーザが電子装置に記憶されているコンテンツを使用、共有、及び操作することができ
るようにするとともに、装置の機能によって容易にアクセスすることができるようにする
か、又は装置に適切な何らかの手段が望ましい。
【０００７】
　デジタル装置を対話式表示面（ＩＤＳ）とインタフェースさせる方法及びシステムが提
示される。ＩＤＳは、デジタル装置が近づけられるとそのデジタル装置を検出し、装置を
識別しようと試みる。ＩＤＳは装置と通信し、装置に記憶されている情報の対話式表現を
表示する。
【０００８】
　ＩＤＳがデジタル装置とインタフェースするように構成されるシステムも提示される。
ＩＤＳは、デジタル装置が近づけられるとそのデジタル装置を検出する検出構成要素と、
デジタル装置を識別する識別構成要素、デジタル装置と通信する通信構成要素とを備える
。ＩＤＳは、デジタル装置に記憶されている情報の対話式表現を表示するように構成され
る。
【０００９】
　コンピュータシステムが、対話式表示面（ＩＤＳ）を通じてデジタル装置がアクセス可
能なデジタル情報を操作することができるようにする方法を実行するコンピュータ可読プ
ログラムコードが記憶されているコンピュータ使用可能媒体が提示される。この方法は、
デジタル装置をＩＤＳとインタフェースさせること、次に、デジタル情報の対話式表現を
ＩＤＳに表示することを含む。本方法は、デジタル情報の表現を操作するための命令を受
け取ること、及びデジタル情報の表現を操作するための命令に従ってデジタル情報が操作
されるようにすることも含む。
【００１０】
　対話式表示面（ＩＤＳ）とインタフェースすることが可能なポータブルコンピューティ
ング装置が提示される。ポータブルコンピューティング装置は、デジタル情報記憶装置と
、デジタル情報記憶装置に結合される通信ポートと、通信ポートに結合されるプロセッサ
とを有する。プロセッサはポータブルコンピューティング装置を、通信ポートを通じてＩ
ＤＳに接続するためのソフトウェア命令を実行するように構成される。ポータブルコンピ
ューティング装置は、複数の対話式表現をＩＤＳに表示するように構成され、複数の対話
式表現は、デジタル情報記憶装置に記憶されているデジタル情報に対応する。ポータブル
コンピューティング装置は、ポータブルコンピューティング装置の物理的な動きを通じて
複数の対話式表現を操作するために使用されるようにも構成される。
【００１１】
　複数のデジタル装置に記憶されているデータを表示及び操作するための対話式表示面（
ＩＤＳ）が提示される。ＩＤＳは、ＩＤＳの表面を監視し、複数のデジタル装置の特徴を
観察する画像検出構成要素と、複数のデジタル装置の特徴から各デジタル装置の性質を判
断する認識構成要素と、複数の各デジタル装置と通信するためのネットワーク構成要素と
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を備える。ＩＤＳは、複数のデジタル装置に記憶されているデータの対話式表現を表示す
るように構成されるとともに、これらの対話式表現とのユーザの物理的な対話に応答する
ようにも構成される。
【００１２】
　デジタル装置とインタフェースする対話式表示面（ＩＤＳ）も提示される。ＩＤＳは、
デジタル装置を位置特定し識別する画像認識システムと、デジタル装置と通信するための
通信ポートとを有する。画像認識システムは、デジタル装置の物理的な動きを追跡するよ
うに構成される。ＩＤＳは、このような物理的な動きに応答して、ソフトウェア命令を実
行するように構成される。
【００１３】
　対話式表示面（ＩＤＳ）をデジタル装置とインタフェースさせる方法が提示される。本
方法は、ＩＤＳとデジタル装置との間に通信を確立すること、ＩＤＳの対話式表面を共通
ゾーンと保護ゾーンとに分割することを含む。保護ゾーンにはデジタル装置が関連付けら
れる。本方法は、情報の対話式表現をＩＤＳに表示することも含み、情報はデジタル装置
に関連付けられ、対話式表現は保護ゾーン内に表示される。ＩＤＳは、対話式表現が保護
ゾーン内にある間、対話式表現に関連する機能を制限するように構成される。
【００１４】
　対話式表示面（ＩＤＳ）がデジタル装置の存在に応答することができるようにする方法
も提示される。本方法は、デジタル装置の存在を検出することができるようにすることを
含む。本方法は、デジタル装置を識別することができるようにすること、デジタル装置が
ＩＤＳと通信することができるか否かを判断することができるようにすること、デジタル
装置に関連する情報を検索することができるようにすること、その情報をＩＤＳに表示す
ることができるようにすることも含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　これより、本発明のいくつかの実施形態を詳細に参照する。本発明を選択的な実施形態
（複数可）に関連して説明するが、これらの実施形態への本発明の限定が意図されないこ
とが理解されるであろう。逆に、本発明は、添付の特許請求の範囲によって規定される本
発明の精神及び範囲内に包含され得る代替形態、変更形態、及び均等物を包含することを
意図する。
【００１６】
［表記及び用語］
　さらに、本発明の以下の詳細な説明では、本発明の完全な理解を提供するために、多く
の具体的な詳細が記される。しかし、本発明をこれらの具体的な詳細なしで、又はその均
等物によって実施可能なことが当業者には認められるであろう。場合によっては、本発明
の態様を不必要に曖昧にしないように、既知の方法、手順、構成要素、及び回路を詳細に
説明しなかった。
【００１７】
　以下の詳細な説明の部分は、１つの方法に関して提示され考察される。この方法の動作
を説明するそのステップ及び順序は、本明細書の図面（例えば、図５、図６、及び図７）
に開示されるが、このようなステップ及び順序は例示的なものである。本発明の実施形態
は、他の様々なステップ又は本明細書の図面のフローチャートに記されるステップの変形
の、本明細書において図示し説明する以外の順序での実行によく適している。
【００１８】
［例示的なコンピュータシステム］
　これより図１Ａを参照して、例示的なコンピュータシステム１２のブロック図を示す。
本明細書において説明されるコンピュータシステム１２は、本発明の実施形態を実施する
ことができる動作プラットフォームの例示的な構成を示すことが理解される。そうとは言
え、本発明の範囲内で、コンピュータシステム１２に代えて、異なる構成を有する他のコ
ンピュータシステムも使用することが可能である。すなわち、コンピュータシステム１２
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は、図１に関連して説明される要素以外の要素を含むことができる。さらに、本発明は、
コンピュータシステム１２のようなコンピュータシステムのみならず、本発明を可能にす
るように構成可能な任意のシステムで実施することが可能である。
【００１９】
　コンピュータシステム１２は、情報を通信するアドレス／データバス１０、バス１０に
結合されて情報及び命令を処理する中央プロセッサ１１、バス１０に結合されて中央プロ
セッサ１１のために情報及び命令を記憶する揮発性メモリユニット２２（例えば、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、静的ＲＡＭ、動的ＲＡＭ等）、及びバス１０に結合されて
プロセッサ１１のために静的情報及び命令を記憶する不揮発性メモリユニット１３（例え
ば、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ、フラッシュメモリ等）を備
える。コンピュータシステム１２はまた、バス１０に結合されて情報をコンピュータユー
ザに表示するオプションの表示装置１５を含んでもよい。さらに、コンピュータシステム
１２は、情報及び命令を記憶するデータ記憶装置１４（例えば、ディスクドライブ）も備
える。
【００２０】
　コンピュータシステム１２は、オプションの英数字入力装置１６も備える。装置１６は
、情報及びコマンド選択を中央プロセッサ１１に通信することができる。コンピュータシ
ステム１２は、バス１０に結合されてユーザ入力情報及びコマンド選択を中央プロセッサ
１１に通信するオプションのカーソル制御機構又は指示装置１７も備える。コンピュータ
システム１２は、これもまたバス１０に結合される信号通信インタフェース（入出力装置
）１８も含み、通信信号インタフェース１８はシリアルポートとすることができる。通信
インタフェース１８はまた、無線通信機構を含んでもよい。通信インタフェース１８を使
用して、コンピュータシステム１２は、インターネット又はイントラネット（例えば、ロ
ーカルエリアネットワーク）等の通信ネットワークを介して他のコンピュータシステムに
通信可能に結合することができる。
【００２１】
［対話式表示面］
　これより図１Ｂを参照して、本発明の一実施形態による対話式表示面（ＩＤＳ）のブロ
ック図を示す。ＩＤＳ１０１は、相互接続された複数のモジュールで構成されて示される
。異なる実施形態では、これらのモジュールは、ハードウェアコンポーネント、ソフトウ
ェアプログラム、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせとして実施することが
できる。いくつかの実施形態では、これらのモジュールの機能はより少数のモジュールに
併合することができる。他の実施形態では、単一のモジュールの機能をいくつかのモジュ
ール間で分割することができる。ＩＤＳ１０１が少なくとも部分的にソフトウェア命令と
して実施される実施形態では、このような命令は、システム１２等のコンピュータシステ
ムで実行される。いくつかの実施形態では、ＩＤＳ１０１は卓上表示面として実施され、
その周囲にユーザが座るか、又は立つことができる。他の実施形態では、ＩＤＳ１０１は
壁掛け式ディスプレイとして実施される。他の実施形態では、ＩＤＳ１０１は他の方法で
実施される。
【００２２】
　この実施形態では、ＩＤＳ１０１は、センサ１１０、検出モジュール１１５、認識モジ
ュール１２０、オブジェクト追跡モジュール１２５、オブジェクトマネージャ１３０、デ
ータ接続モジュール１３５、視覚化モジュール１４５を有するユーザインタフェースモジ
ュール１４０、及びオブジェクトデータベース１９０を有して示される。この実施形態は
オプションのネットワーク接続１２７も示す。
【００２３】
　センサ１１０は、この実施形態では、ＩＤＳ１０１の監視に使用される。センサ１１０
の実施態様の幅広い選択肢が存在する。一実施形態では、センサ１１０は接触感知として
実施される。別の実施形態では、センサ１１０は、ＩＤＳ１０１の表面を監視する１つ又
は複数のカメラの構成である。別の実施形態では、センサ１１０は、ＩＤＳ１０１の近く
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に来る無線周波数識別（ＲＦＩＤ）タグを検出するための無線周波数送受信器を備える。
別の実施形態では、センサ１１０は、ブルートゥース又は８０２．１１準拠信号等のオブ
ジェクトによってブロードキャストされる無線信号を検出する送受信器を含む。
【００２４】
　検出モジュール１１５は、この実施形態では、オブジェクトのＩＤＳ１０１との対話を
検出し、オブジェクトについて特定の特徴を確立するために使用される。検出モジュール
１１５はセンサ１１０に結合され、センサ１１０から受信されるデータを解釈する。検出
モジュール１１５が確立しようと試みる特徴が何であるかは、センサ１１０の実施態様の
性質に伴って変化する。センサ１１０がカメラを含む実施形態では、検出モジュール１１
５は、オブジェクトの形状、色、ロケーション、近さ、及び／又は向きの測定を試みるこ
とができる。このような実施形態では、検出モジュール１１５は、ラベル又はバーコード
の読み取り又はオブジェクト上の識別マークの記録を試みることもできる。いくつかの実
施形態では、検出モジュール１１５は、これらの特徴を頻繁に更新して、例えば、検出さ
れたオブジェクトの位置、向き又はＩＤＳ１０１からの距離の変化を記録する。
【００２５】
　認識モジュール１２０は、この実施形態では、検出モジュール１１５からオブジェクト
の特徴を受け取り、オブジェクトが何であるかを判断しようと試みる。いくつかの実施形
態では、認識モジュール１２０は、いずれの種類のオブジェクトが検出されたか、例えば
、特定のメーカーのポータブルＭＰ３プレーヤを判断しようと試みる。他の実施形態では
、認識モジュール１２０は、いずれの特定のオブジェクトが検出されたか、例えばJohn S
mithに属するこのポータブルＭＰ３プレーヤを判断しようと試みる。認識モジュール１２
０は、この判断を行うために、オブジェクトの特徴についての情報にアクセスする必要が
ある。いくつかの実施形態では、この情報は、ＩＤＳ１０１内の装置照合データベース（
図示せず）に記憶される。他の実施形態では、認識モジュール１２０はネットワーク接続
１２７にアクセスすることができ、ネットワーク上の他のどこかのコンピュータに記憶さ
れているこのような情報にアクセスすることができ、又はこのような情報にインターネッ
ト接続を介してアクセスすることができる。いくつかの種類の情報は、所与のオブジェク
トの外形又は輪郭、色、サイズ、形状、テキスト、又はセンサ１１０から可視であり得る
他の識別記号を含む。認識モジュール１２０が特定のオブジェクトを識別しようと試みる
実施形態では、オブジェクトの筐体の傷又は窪み等の検出された特徴を後で参照するため
に記憶し、認識を助けるために呼び出すことができる。
【００２６】
　ＩＤＳ１０１の図示の実施形態は、オブジェクト追跡モジュール１２５を含む。オブジ
ェクト追跡モジュール１２５は、いくつかの実施形態では、検出モジュール１１５からロ
ケーション及び向きの情報を受信して、検出されたオブジェクトが所与の時点でどこにあ
るのかを特定する。
【００２７】
　オブジェクトマネージャ１３０は、この実施形態では、ＩＤＳ１０１の検出されたオブ
ジェクトとの対話を制御及び調整し、情報をモジュール間でやりとりする。
【００２８】
　オブジェクトデータベース１９０は、この実施形態では、オブジェクトに関連する情報
を記憶するために使用される。この情報は、オブジェクトを認識するために認識モジュー
ル１２０によって使用される特徴を含むことができる。この情報は、データ接続モジュー
ル１３５によって使用される、ネットワーク接続可能なオブジェクトと対話するためのネ
ットワークプロトコルを含むこともできる。この情報は、様々なオブジェクトの表現又は
様々なオブジェクトに記憶されているデータの種類を含むこともできる。この最後の使用
法についてさらに詳細に後述する。
【００２９】
　データ接続モジュール１３５は、この実施形態では、検出されたオブジェクトをＩＤＳ
１０１にバインドするためにオブジェクトマネージャ１３０によって使用される。この文
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脈の中では、バインドは、装置の存在に対するＩＤＳの応答を説明するために使用される
。バインドは、ＩＤＳ１０１とオブジェクトとの間に通信経路を確立することを含む。バ
インドは、ＩＤＳ１０１がオブジェクトを認識しているが、オブジェクトと通信できない
状況も説明する。例えば、検出されたオブジェクト及びＩＤＳ１０１が両方とも無線通信
可能な一実施形態では、データ通信モジュール１３５は、無線ネットワーク接続を確立す
ることによってオブジェクトをバインドしようと試みる。検出されたオブジェクトが、例
えばコーヒーカップである別の実施形態では、データ接続モジュール１３５は、例えば、
コーヒー店のメニューをＩＤＳ１０１に表示させることによってオブジェクトをバインド
する。
【００３０】
　ユーザインタフェースモジュール１４０は、この実施形態では、ＩＤＳ１０１とユーザ
との対話点である。ＩＤＳ１０１が水平なテーブルであり、センサ１１０がタッチスクリ
ーン又は１つ若しくは複数のカメラの構成である実施形態では、ユーザインタフェースモ
ジュール１４０は、テーブルの周囲の任意の場所のユーザと対話することができる。ユー
ザインタフェースモジュール１４０は、情報をユーザに表示するため、及びユーザからの
入力を受けるために使用される。
【００３１】
　ユーザインタフェースモジュール１４０は、この実施形態では、視覚化モジュール１４
５を含む。視覚化モジュール１４５は、さらに詳細に後述するように、検出されたオブジ
ェクトに関連する情報を表示するために使用される。
【００３２】
［オブジェクトをＩＤＳとインタフェースさせる方法］
　これより図５を参照して、本発明の一実施形態による、対話式表示面（ＩＤＳ）をオブ
ジェクトとインタフェースさせる方法のフローチャート５００を説明する。特定のステッ
プがフローチャート５００において開示されるが、このようなステップは例示的なもので
ある。すなわち、本発明の実施形態は、他の（追加の）様々なステップ又はフローチャー
ト５００に記されたステップの変形の実行によく適している。フローチャート５００内の
ステップは提示される順序と異なる順序で実行されてもよく、フローチャート５００内の
すべてのステップが実行されなくてもよいことが理解される。一実施形態では、フローチ
ャート５００は、コンピュータシステム１１２のメモリユニットに記憶され、プロセッサ
１１（図１）によって実行されるコンピュータ可読プログラムコードとして実施される。
本発明のいくつかの実施形態では、図５において説明される方法を使用して、指先の動き
又は手ぶりを検出することができる。
【００３３】
　これよりステップ５１０及び図１Ｂを参照すると、ＩＤＳ１０１が、センサ１１０を通
じて、オブジェクトの接近を感知する。上述したように、異なる実施形態では、センサ１
１０は異なる方法で実施することができる。ＩＤＳ１０１が卓上面の一部として実施され
る一実施形態では、センサ１１０は、ＩＤＳ１０１の表面を監視する１つ又は複数のカメ
ラとして実施される。このような実施形態では、センサ１１０は、ＩＤＳ１０１の表面に
位置するオブジェクトを検出する。別の実施形態では、センサ１１０は、ブルートゥース
技術を組み込んだオブジェクトと通信するように構成される無線周波数送受信器として実
施される。この実施形態では、センサ１１０は、ブルートゥース対応オブジェクトがＩＤ
Ｓ１０１の近づけられたときに、これを検出する。
【００３４】
　多くの実施形態では、オブジェクトを近づけることは、オブジェクトをＩＤＳ１０１に
検出するために十分に近づけることとして定義される。例えば、一実施形態では、ブルー
トゥース対応装置をセンサ１１０が検出するのに十分にＩＤＳ１０１に近づけることが、
オブジェクトをＩＤＳ１０１に近づけることを構成する。他の実施形態では、オブジェク
トを近づけることは、ユーザが特定の動作をとることを必要とする。これらの後者の実施
形態では、ユーザがオブジェクトをＩＤＳ１０１に不注意でバインドしてしまうことを避
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けることができる。一実施形態では、例えば、ＩＤＳ１０１がオブジェクトをバインドし
ようと試みる前に、センサ１１０がオブジェクトをさらに遠くで検出することができる場
合であっても、ユーザはブルートゥース対応オブジェクトをＩＤＳ１０１の表面に配置し
なければならない。別の実施形態では、ＩＤＳ１０１はオブジェクトを検出し、そのオブ
ジェクトをＩＤＳ１０１にバインドするか否かを選択するための簡単なインタフェースを
ユーザに提供することができる。
【００３５】
　これよりステップ５１５及び図１Ｂを参照すると、検出モジュール１１５は、オブジェ
クトの特徴を求めようとする。いずれの特徴を検出することができるかは、ＩＤＳ１０１
及びセンサ１１０の異なる実施形態に伴って変わる。ＩＤＳ１０１が卓上面の部分として
実施され、センサ１１０が１つ又は複数のカメラとして実施される一実施形態では、検出
モジュール１１５は、オブジェクトの視覚的特徴を検出することができる。このような特
徴は、オブジェクトの観察可能な外形、色、形状、及びサイズ、ＩＤＳ１０１の表面上で
のロケーション及び向き、ロゴ若しくは他の識別記号、又はセンサ１１０から可視のオブ
ジェクトに見られるテキスト若しくはバーコードを含むことができるが、これらに制限さ
れない。センサ１１０が無線周波数送受信器として実施される他の実施形態では、検出モ
ジュール１１５は、特徴を識別するために検出されたオブジェクトを照会しようと試みる
ことができる。いくつかの実施形態では、任意の１つの方法を通じて可能なよりも多くの
識別特徴を提供するためにこれらの手法の組み合わせが使用される。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、検出モジュール１１５は、１つの特定のオブジェクトを同じ
種類の別のオブジェクトから区別する固有の特徴を識別しようともする。このような固有
の特徴の例は、シリアル番号、バーコード、オブジェクトの固有の傷又はマーク、及び無
線ネットワーキングアダプタに関連付けられるＭＡＣアドレス等のネットワーク識別子を
含む。
【００３７】
　これよりステップ５２０及び図１Ｂを参照すると、ＩＤＳ１０１は、認識モジュール１
２０を通じてオブジェクトを認識しようと試みる。認識は、検出モジュール１１５によっ
て観察された特徴を既知のオブジェクトのプロファイルに対して照合することを含む。い
くつかの実施形態では、ＩＤＳ１０１はオブジェクトデータベース１９０を含む。これら
の実施形態では、認識モジュール１２０は、オブジェクトの特徴をデータベースに記憶さ
れている情報と比較する。他の実施形態では、ＩＤＳ１０１はネットワーク接続１２７を
含む。これらの実施形態では、認識モジュール１２０は、例えばローカルネットワークを
介して他のどこかに記憶されている情報又はインターネットを介して中央サーバに記憶さ
れている情報にアクセスすることができる。いくつかの実施形態は、オブジェクトデータ
ベース１９０とネットワーク接続１２７との組み合わせを組み込む。このような一実施形
態では、オブジェクトデータベース１９０は、ネットワーク接続１２７を介して追加のオ
ブジェクトプロファイルで定期的に更新される。
【００３８】
　認識モジュール１２０が固有のオブジェクトを識別しようと試みる実施形態では、上述
したような認識モジュール１１５によって観察される固有の特徴は、後の認識作業を助け
るために記憶される。いくつかの実施形態では、このような固有の特徴は、固有のオブジ
ェクトのみならず、固有のユーザを識別するためにも使用することができる。例えば、ユ
ーザは、ポータブル音楽装置をＩＤＳ１０１にセットすることができる。このポータブル
音楽装置は、固有の特徴を有する場合、再び認識することができる。ユーザインタフェー
スモジュール１４０は、その特定のポータブル音楽装置のユーザが最後のセッション中に
関心を持ったアクティビティ又は情報を記憶するように構成することができる。装置が再
び検出された場合、ＩＤＳ１０１は、ユーザの以前のアクティビティ記録に基づいてユー
ザにサービスを提供することができる。
【００３９】
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　これよりステップ５３０及び図１Ｂを参照すると、ＩＤＳ１０１は、データ接続モジュ
ール１３５を通じて、オブジェクトをＩＤＳ１０１にバインドしようと試みる。オブジェ
クトが、例えばブルートゥース接続を通じてＩＤＳ１０１と通信することができる実施形
態では、データ接続モジュール１３５がオブジェクトとのインタフェースに使用される。
オブジェクトが、例えば共有通信手段がないことによってＩＤＳ１０１と通信することが
できない実施形態では、データ接続モジュール１３５は、例えばオブジェクトデータベー
ス１９０に記憶されている装置関連情報にアクセスしようと試みるか、又はネットワーク
接続１２７を介して検索可能な装置関連情報にアクセスしようと試みる。
【００４０】
　これよりステップ５４０及び図１Ｂを参照すると、オブジェクトマネージャ１３０はオ
ブジェクトに関連付けられるデータを検索しようと試みる。直接接続がオブジェクトとＩ
ＤＳ１０１との間に確立されている一実施形態では、オブジェクトマネージャ１３０は、
ネットワーク接続された装置を通じて利用可能なコンテンツ及びサービスについての情報
を得ようとする。オブジェクトとの接続が可能ではない別の実施形態では、オブジェクト
マネージャ１３０は、オブジェクトに関連する情報を検索しようと試みる。このような実
施形態では、ＩＤＳ１０１はオブジェクトに関連する情報を検索することができる。例え
ば、ユーザがポータブルＭＰ３プレーヤをＩＤＳ１０１に配置し、このＭＰ３プレーヤが
ＩＤＳ１０１といかなる通信手段も共有していないものとして認識される場合、ＩＤＳ１
０１はネットワーク接続を介して、その種類のポータブルＭＰ３プレーヤ又は音楽全般に
関する情報にアクセスすることができる。ポータブルＭＰ３プレーヤが検出されるが、Ｉ
ＤＳ１０１との共有通信手段がないこのような一実施形態では、ＩＤＳ１０１は、音楽サ
ービスプロバイダにコンタクトし、例えばデジタル権利管理（ＤＲＭ）方式を通じてその
特定のＭＰ３プレーヤに関連付けられる音楽トラックにアクセスすることができる。別の
例では、ＩＤＳ１０１がコーヒー店に配置されることができ、その店のコーヒーカップが
センサ１１０から可視の固有の識別子、例えばカップの底に配置され、ＩＤＳ１０１の表
面を観察しているカメラから可視のバーコードを有することができる。
【００４１】
　これよりステップ５５０及び図１Ｂを参照すると、オブジェクトマネージャ１３０は、
オブジェクト及びＩＤＳ１０１の環境に関連するコンテキストルールをロードする。いく
つかの実施形態では、検索されたデータがすべて表示に適切又は望ましいものであるとは
限らない。これらの実施形態では、オブジェクトマネージャ１３０は、いずれの情報が表
示されるか、又はどれくらいの情報が表示されるかの管理を助けるコンテキストルールを
含む。例えば、ＩＤＳ１０１がコーヒー店に配置され、ユーザが個人情報端末をＩＤＳ１
０１とインタフェースできる場合、ユーザは、機密性のビジネスデータを誰もが見る卓上
に表示させたくない可能性が高い。他の実施形態では、コンテキストデータは、データを
どのように表示すべきかについてのルールを含む。例えば、公共の場では、ブルートゥー
ス対応電話から検索されたデジタル写真は最初はブランクイメージとして表すことができ
、それに対してよりプライベートな設定では、写真は画像のサムネイルとして表される。
他の実施形態では、コンテキストルールは、一度に表示される情報量への制限を含む。例
えば、デジタルカメラが数百枚の写真を記憶している場合、コンテキストルールは、表示
を最新の２０枚のみに制限することができ、残りはオプションの何らかの操作を通じて入
手可能である。いくつかの実施形態では、コンテキストルールはＩＤＳ１０１に記憶され
、ＩＤＳ１０１によって実行される。他の実施形態では、装置は、ＩＤＳ１０１がアクセ
ス可能な情報を制限するように構成することができる。他の実施形態では、これらの手法
の組み合わせが利用される。
【００４２】
　これよりステップ５６０及び図１Ｂを参照すると、オブジェクトマネージャ１３０は、
ユーザインタフェースモジュール１４０及び視覚化モジュール１４５を介してデータを表
示及び対話させる。これを図２、図３、及び図４を参照して以下にさらに詳細に説明する
。
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【００４３】
［デジタル装置をＩＤＳとインタフェースさせるシステム］
　これより図２Ａを参照して、本発明の一実施形態による対話式表示面（ＩＤＳ）とイン
タフェースしているデジタル装置を示す。ＩＤＳ１０１は、この実施形態に示されるよう
に、テーブル表面と同様の水平表面であり、デジタル装置２５１はＩＤＳ１０１の上に置
かれている。別の実施形態では、ＩＤＳ１０１は垂直表面であり、デジタル装置２５１は
インタフェースするためにＩＤＳ１０１に近づけられるが、ＩＤＳ１０１と物理的に随時
接触している必要はない。他の実施形態では、ＩＤＳ１０１の他の実施態様及び向きが使
用される。デジタル装置２５１は、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルカメラ、デジタルカムコ
ーダ、又はポータブルゲームプレーヤを含むがこれらに制限されないほぼあらゆる電子装
置であってよい。この実施形態では、ＩＤＳ１０１及びデジタル装置２５１は、２３０で
示されるブルートゥース接続を介してインタフェースして示され、他の実施形態では、代
替のインタフェース方法が可能である。
【００４４】
　これより図２Ｂを参照して、本発明の一実施形態によるＩＤＳ１０１と接続されている
デジタル装置２５１を示す。一実施形態では、ＩＤＳ１０１は、接続の存在を示すために
、デジタル装置２５１のシャドー表現２５７を表示する。別の実施形態では、接続が存在
することを示すために、視覚的リップル効果が表示される。別の実施形態では、接続が存
在することを示すためにサウンドが再生される。他の実施形態では、接続の存在を示す他
の方法が使用される。他の実施形態では、接続を示すものは提供されない。
【００４５】
　オプションの保護ゾーン２６１がデジタル装置２５１の周りに示される。この実施形態
では、このゾーンは円形であり、デジタル装置２５１の全方向に等しく延びる。他の実施
形態では、保護ゾーン２６１の形状及び場所が異なる。いくつかの実施形態では、保護ゾ
ーンは使用されない。一実施形態では、ＩＤＳは、保護ゾーン２６１のサイズ及び形状に
対応する色付きの円を表示することによって保護ゾーン２６１を表す。他の実施形態は、
異なる効果を表示して保護ゾーン２６１を表すＩＤＳ１０１を有する。他の実施形態は保
護ゾーン２６１の表現を提供しない。この実施形態では、共通ゾーンが矢印２１１によっ
て示される。共通ゾーン２１１は保護ゾーン２６１外のエリアである。
【００４６】
　いくつかのデジタル情報の表現２５３Ａ、２５３Ｂ、及び２５３Ｃは、本発明の一実施
形態によってデジタル装置２５１の付近に示される。一実施形態では、デジタル情報の表
現２５３はデジタル写真を表す。別の実施形態では、デジタル情報の表現２５３はデジタ
ル音楽ファイルを表す。他の実施形態では、デジタル情報の表現２５３は他の電子データ
を表す。
【００４７】
　保護ゾーン２６１が実施されるいくつかの実施形態では、ＩＤＳ１０１は、データが所
有者の承諾なしでは操作又はコピーされないようにする。これは、異なる実施形態におい
て異なる方法で達成される。一実施形態では、例えば、装置２５１はＩＤＳ１０１に表示
されないパスワードを含むことができ、デジタル情報２５３の表現によって表されるデー
タを操作するために、ユーザはそのパスワードを入力しなければならない。他の実施形態
では、デジタル情報２５３の表現によって表されるデータを操作するためには、装置２５
１を使用して適切な動きを実行して、装置２５１自体を利用しなければならならない。他
の実施形態では、デジタル情報２５３の表現は装置２５１の移動を辿り、保護ゾーン２６
１が別の装置２５１の保護ゾーンに重なるように装置２５１を移動させることによって、
デジタル情報２５３の表現で表されるデータをいずれの装置２５１でも操作することがで
きる。さらなる実施形態では、このようなアクセスは、第２の装置の保護ゾーン内のデー
タが装置２５１に提供されないという点で一方的である。
【００４８】
　これより図３を参照して、本発明の一実施形態によるデジタル情報の操作を示す。一実
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施形態では、ＩＤＳ１０１は、矢印３０１で示されるユーザの手の動きに応答し、これに
ついて図６を参照してより詳細に説明する。ユーザ３０１は、デジタル情報２５３Ｂを選
択し、ＩＤＳ１０１の表面上であちこち移動させることができる。一実施形態では、デジ
タル情報２５３Ｂを保護ゾーン２６１の外側の共通ゾーン２１１内に移動させることがで
きる。別の実施形態では、ユーザ３０１は、デジタル情報３５３を選択し、共通ゾーン２
１１から保護ゾーン２６１内に移動させることができる。
【００４９】
　これより図４を参照して、本発明の実施形態によるデジタル情報のさらなる操作を示す
。図４Ａでは、本発明の一実施形態によって、ユーザ３０１がいくつかのデジタル情報２
５３Ａ及び２５３Ｃを手の動きで掃引しており、これらのデジタル情報２５３Ａ及び２５
３ＣをＩＤＳ１０１の表面を横切って移動させている。図４Ｂでは、ユーザ３０１は、デ
ジタル情報２５３Ｃに接触するようにデジタル装置２５１を移動させている。図４Ｃでは
、ユーザは、デジタル装置２５１をＩＤＳ１０１の表面から取り除いている。図４Ｄでは
、本発明の一実施形態によって、ユーザはデジタル装置２５１をＩＤＳ１０１の表面を横
切って移動させて、保護ゾーン２６１内のデジタル情報の表現にデジタル装置２５１の動
きを辿らせている。
【００５０】
［ＩＤＳを通じてデジタル装置がアクセス可能なデジタル情報を操作することができるよ
うにする方法］
　これより図６を参照して、本発明の一実施形態による、対話式表示面（ＩＤＳ）を通じ
てデジタル装置がアクセス可能なデジタル情報の操作を可能にする方法のフローチャート
６００を説明する。特定のステップがフローチャート６００において開示されるが、この
ようなステップは例示的なものである。すなわち、本発明の実施形態は、他の（追加の）
様々なステップ又はフローチャート６００に記されたステップの変形の実行によく適して
いる。フローチャート６００内のステップは提示される順序と異なる順序で実行されても
よく、フローチャート６００内のステップの実行はすべてでなくてもよいことが理解され
る。一実施形態では、フローチャート６００は、コンピュータシステム１１２のメモリユ
ニットに記憶され、プロセッサ１０１（図１）によって実行されるコンピュータ可読プロ
グラムコードとして実施される。
【００５１】
　これよりステップ６１０及び図２、図３、及び図４を参照すると、デジタル装置２５１
は、本発明の一実施形態によってＩＤＳ１０１とインタフェースする。一実施形態では、
上記インタフェースは、フローチャート５００に説明される方法を通じて達成される。他
の実施形態では、他のインタフェース方法が利用される。
【００５２】
　これよりステップ６２０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によってデジタル装置２５１がアクセス可能なデジタル情報２５３の対
話表現を表示する。一実施形態では、これは、フローチャート５００のステップ５６０を
参照して説明した方法を通じて達成される。他の実施形態では、デジタル情報２５３の対
話表現を生成及び表示する他の方法が利用される。
【００５３】
　これよりステップ６３０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によってデジタル情報２５３の表現を操作するための命令を受信する。
一実施形態では、ユーザ３０１は、ＩＤＳ１０１上に表示されているデジタル情報の表現
２５３Ｂに触れて、ディスプレイのあちこちにドラッグする。別の実施形態では、ユーザ
３０１は、保護ゾーン２６１の外側のデジタル情報の表現２５３Ｂを共通ゾーン２１１内
にドラッグすることができる。別の実施形態では、ユーザ３０１は、デジタル情報の表現
２５３Ｂをごみ箱アイコンにドラッグすることができる。別の実施形態では、ユーザ３０
１は、デジタル情報の表現２５３ＢをＩＤＳ１０１とインタフェースしている別のデジタ
ル装置の保護ゾーンにドラッグすることができる。
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【００５４】
　いくつかの実施形態では、特定の動きが特定のコマンドに関連付けられる。例えば、一
実施形態では、デジタル情報２５３Ａで表されるデータを複製するための命令は、デジタ
ル情報２５３Ａを２回軽く叩くことによって実行することができる。別の実施形態では、
デジタル情報２５３Ｃで表される特定のデータを装置２５１にコピーするための命令は、
装置２５１をデジタル情報２５３Ｃに接触させることによって達成される。
【００５５】
　別の実施形態では、ＩＤＳ１０１はユーザ３０１の手の動きを追跡する。ユーザ３０１
は、手でＩＤＳ１０１を横切って掃引させ、デジタル情報２５３の複数の表現を操作する
ことができる。ユーザ３０１は、複数の指又は複数の手を使用して、デジタル情報２５３
の複数の表現と同時に対話することもできる。別の実施形態では、ＩＤＳ１０１はデジタ
ル装置２５１の移動を追跡する。掃引の動きを行うことによってデジタル装置２５１を表
現２５３と接触するように移動させることを使用して、デジタル情報２５３の表現を吸収
することができ、デジタル情報２５３の表現をＩＤＳ１０１の表面から本質的に吸い出す
、すなわち除去して、デジタル情報２５３のこれらの表現とのさらなる対話を阻止するこ
とができる。一実施形態では、ＩＤＳ１０１は、このような吸い出し機能に適切なアニメ
ーショングラフィックスを生成する。デジタル装置２５１の移動を使用して、例えばデジ
タル装置２５１を振ることによって、デジタル情報２５３の表現を出現させることができ
る。一実施形態では、ＩＤＳ１０１は、デジタル装置２５１を振った後に出現するデジタ
ル情報２５３の表現に適切なアニメーショングラフィックスを生成する。別の実施形態で
は、デジタル装置２５１を利用して、ＩＤＳ１０１がエアホッケーテーブルを模倣してい
る間に、デジタル装置２５１を使用してホッケーパックの表現と対話する等してデジタル
情報２５３の表現と対話することができる。他の実施形態では、デジタル情報２５３の表
現を操作するための命令を受け取る他の方法が利用される。別の実施形態では、デジタル
装置２５１をＩＤＳ１０１の表面を横切って移動させることで、デジタル情報２５３の表
現も同様に、表示装置２５１の「後を辿って」ディスプレイを横切って移動させる。
【００５６】
　いくつかの実施形態は、デジタル装置２５１を使用して、保護ゾーン２６１にセキュリ
ティを提供する。このような実施形態では、情報は、ドラッグツールとしてデジタル装置
２５１を使用することによる以外、保護ゾーン２６１の外側にドラッグすることができな
い。別のこのような実施形態では、情報は保護ゾーン２６１の外側に全くドラッグするこ
とができない。その代わりに、デジタル装置２５１がＩＤＳ１０１の表面を横切って移動
すると、保護ゾーン２６１が後を辿る。デジタル装置２５１を、保護ゾーン２６１が別の
デジタル装置の保護ゾーンに重なるような位置に移動させ、保護情報の表現を、両方の保
護ゾーン内に同時に存在するポイントに移動させることによって、情報を２つのデジタル
装置間で転送することができる。
【００５７】
　これより図２、図３、及び図４のステップ６４０を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本発
明の一実施形態によってデジタル情報２５３の表現を操作するために受信された命令に従
って、デジタル装置２５１にアクセス可能なデジタル情報を操作させる。
【００５８】
　一実施形態では、デジタル情報２５３の表現によって表されるデジタル情報は、ＩＤＳ
１０１にダウンロードされない。その代わりに、デジタル情報２５３の表現の操作によっ
て、実際のデジタル情報が操作される。これによって、ユーザ３０１は、すべて各自のデ
ジタル情報のコピーの制御を失わずに各自のデジタル装置２５１をＩＤＳ１０１とインタ
フェースさせ、各自のデータを操作して残すことをすることができるため、ユーザ３０１
のセキュリティが増大する。別の実施形態では、ユーザ３０１が、保護ゾーン２６１の外
側のデジタル情報の表現２５３Ｂをから共通ゾーン２１１内にドラッグすると、デジタル
情報の表現２５３Ｂで表されるデジタル情報がＩＤＳ１０１にダウンロードされ、他のユ
ーザが、デジタル情報の表現２５３Ｂをさらに操作することによってこのデジタル情報を
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利用することができる。別の実施形態では、ユーザ３０１が、保護ゾーン２６１の外のデ
ジタル情報の表現２５３Ｂを共通ゾーン２１１内にドラッグすると、他のユーザは、デジ
タル情報の表現２５３Ｂを操作することができるが、デジタル情報の表現２５３Ｂによっ
て表されるデジタル情報のコピーに制限され、デジタル情報の表現２５３Ｂによって表さ
れるデジタル情報は、デジタル装置２５１からダウンロード又は削除されない。
【００５９】
　これよりステップ６５０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によってデジタル情報２５３の更新された表現を表示する。一実施形態
では、デジタル情報２５３の表現によって表されたデジタル情報が、受信されたデジタル
情報２５３の表現を操作するための命令に従って操作された後、ＩＤＳ１０１は、デジタ
ル装置２５１がアクセス可能なデジタル情報の変更された状態を反映するように、デジタ
ル情報２５３の表現を更新する。
【００６０】
　これよりステップ６６０及び図２、図３、及び図４を参照すると、デジタル情報２５３
の表現は、本発明の一実施形態によってデジタル装置２５１がもはやＩＤＳ１０１の近傍
にない場合にＩＤＳ１０１から除去される。一実施形態では、ステップ５５０に関連して
説明した方法が利用される。他の実施形態では、他の方法が利用される。別の実施形態で
は、デジタル装置２５１がＩＤＳ１０１の近傍から除去されると、デジタル情報の表現２
５３Ｂが先に保護ゾーン２６１から共通ゾーン２１１にドラッグされていた場合であって
も、デジタル装置２５１に関連するデジタル情報２５３のあらゆる表現がＩＤＳ１０１か
ら除去される。別の実施形態では、保護ゾーン２６１外にドラッグされていたデジタル情
報２５３のあらゆる表現は、デジタル装置２５１がもはやＩＤＳ１０１の近傍になくなっ
た後でも残る。
【００６１】
［ＩＤＳがデジタル装置の存在に応答することができるようにする方法］
　これより図７を参照して、本発明の一実施形態による、ＩＤＳがデジタル装置の存在に
応答することができるようにする方法のフローチャート７００を説明する。特定のステッ
プがフローチャート７００において開示されるが、このようなステップは例示的なもので
ある。すなわち、本発明の実施形態は、他の（追加の）様々なステップ又はフローチャー
ト７００に記されたステップの変形の実行によく適している。フローチャート７００内の
ステップは提示される順序と異なる順序で実行されてもよく、フローチャート７００内の
ステップの実行がすべてでなくてもよいことが理解される。一実施形態では、フローチャ
ート７００は、コンピュータシステム１１２のメモリユニットに記憶され、プロセッサ１
０１（図１）によって実行されるコンピュータ可読プログラムコードとして実施される。
【００６２】
　これよりステップ７１０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によってデジタル装置２５１の検出を可能にするように構成される。一
実施形態では、ＩＤＳ１０１は、ステップ５１０及びステップ５１５を参照して上述した
方法を実施するように構成される。他の実施形態では、デジタル装置２５１を検出する他
の方法が可能である。
【００６３】
　これよりステップ７２０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によってデジタル装置２５１の識別を可能にするように構成される。一
実施形態では、ＩＤＳ１０１は、ステップ５２０を参照して考察した方法を実施するよう
に構成される。他の実施形態では、デジタル装置２５１を識別する他の方法が可能である
。
【００６４】
　これよりステップ７３０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によって、デジタル装置２５１がＩＤＳ１０１と通信することができる
かを判断するように構成される。一実施形態では、ＩＤＳ１０１は、ブルートゥース、８
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０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、若しくは８０２．１１ｇ、赤外線、ＵＷＢ、物理的なド
ッキングステーション、ＵＳＢ若しくはファイヤーワイヤー等のバス接続、又は通信を可
能にする他の任意の無線接続若しくは物理的な接続を含む様々なネットワーク通信手段を
使用してデジタル装置２５１に直接問い合わせようと試みるように構成される。別の実施
形態では、ＩＤＳ１０１は、デジタル装置２５１との通信いついての情報をＩＤＳ１０１
に提供する信号をデジタル装置２５１から受信するように構成される。
【００６５】
　別の実施形態では、ＩＤＳ１０１は、記憶されている情報へのアクセスを可能にするよ
うに構成される。このような情報は、ローカルに、例えばＩＤＳ１０１内部のデータベー
スに記憶することができ、特にデジタル装置２５１が、又はデジタル装置２５１が属する
クラスがＩＤＳ１０１と通信可能であるかを指定する。このような情報はまた、ＩＤＳ１
０１が、デジタル装置２５１がＩＤＳ１０１と通信可能であるかについて外部情報を探索
することができるように、ネットワーク、例えばインターネット接続を介して検索可能で
あってもよい。他の実施形態では、ＩＤＳ１０１が、デジタル装置２５１と通信すること
ができるかを判断することができるようにするために、他の方法が利用される。
【００６６】
　これよりステップ７４０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によって、デジタル装置２５１に関連する情報を検索を可能にするよう
に構成される。一実施形態では、ＩＤＳ１０１は、フローチャート５００を参照して考察
した方法を実施するように構成され、デジタル装置２５１に関連する情報は、デジタル装
置２５１がアクセス可能なデジタル情報及びデジタル装置２５１がＩＤＳ１０１に提供す
ることができる機能である。他の実施形態では、デジタル装置２５１に関連する情報を装
置から直接検索する他の方法が可能である。
【００６７】
　別の実施形態では、ＩＤＳ１０１は、ネットワーク接続、例えばインターネット接続を
介してデジタル装置２５１に関連する情報を検索することができるように構成される。こ
の実施形態では、ＩＤＳ１０１は、デジタル装置２５１が提供することができるもの又は
デジタル装置２５１がアクセスすることができる情報以外の情報を検索することができる
。例えば、デジタル装置２５１がＭＰ３プレーヤである場合、ＩＤＳ１０１はＭＰ３プレ
ーヤの製造業者によって提供される情報又は付加価値コンテンツを検索したり、ＭＰ３プ
レーヤに関連する広告を表示したり、又はＭＰ３フォーマットデジタル音楽ファイルのオ
ンラインショップにアクセスしたりすることができる。他の実施形態では、他の関連情報
を検索することができる。
【００６８】
　これよりステップ７５０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によって、デジタル装置２５１に関連する検索された情報を表示するよ
うに構成される。一実施形態では、ＩＤＳ１０１は、デジタル装置２５１に提供されるサ
ービス及びデジタル装置２５１がアクセス可能なデジタル情報を表示するために、ステッ
プ５４０を参照して説明した方法を実施するように構成される。
【００６９】
　ＩＤＳ１０１が、ネットワーク接続、例えばインターネット接続を介して関連情報を検
索するように構成される別の実施形態では、関連情報は、ＩＤＳ１０１上のデジタル装置
２５１の表現の近傍に表示される。表示されるこのような情報は、検索される情報の性質
に応じて対話式であってもなくてもよい。代替的な実施形態では、検索された情報をＩＤ
Ｓ１０１のどこにでも表示することができ、又は音楽再生等の代替的な方法を介してユー
ザに提示することができる。他の実施形態では、デジタル装置２５１に関連する情報をＩ
ＤＳ１０１に表示する他の方法が可能である。
【００７０】
　これよりステップ７６０及び図２、図３、及び図４を参照すると、ＩＤＳ１０１は、本
発明の一実施形態によって、ＩＤＳ１０１に表示されているデジタル装置２５１に関連す
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る情報の操作を可能にするように構成される。一実施形態では、ＩＤＳ１０１は、ＩＤＳ
１０１に表示されているデジタル情報２５３の表現を操作するために、フローチャート６
００を参照して説明した方法を実施するように構成される。ＩＤＳ１０１がネットワーク
接続、例えばインターネット接続を介してデジタル装置２５１に関連する情報を検索する
ように構成される別の実施形態では、ＩＤＳ１０１の対話式表面の使用を通じてＩＤＳ１
０１に表示された情報の操作を可能にするフローチャート６００を参照して説明した方法
と同様の方法が可能である。他の実施形態では、ＩＤＳ１０１に表示されたデータを操作
する他の方法が可能である。
【００７１】
　このように、本発明の実施形態を上述した。本発明を特定の実施形態において説明した
が、本発明がこのような実施形態に制限されるものとして解釈されず、添付の特許請求の
範囲に従って解釈されるべきであることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１Ａ】本発明の実施形態を実施することができる例示的なコンピュータシステムのブ
ロック図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態による対話式表示面（ＩＤＳ）のブロック図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態による対話式表示面（ＩＤＳ）と対話しているデジタル装
置の表現の図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態によるＩＤＳに接続されたデジタル装置の表現の図である
。
【図３】本発明の一実施形態によるＩＤＳに表示されたデジタル情報の操作を示す図であ
る。
【図４Ａ】本発明の一実施形態によってユーザが手ぶりによっていくつかのデジタル情報
を掃引して、これらのデジタル情報をＩＤＳの表面にわたって移動させるところを示す図
である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態によってユーザが１つのデジタル情報にコンタクトするよ
うにデジタル装置を移動させるところを示す図である。
【図４Ｃ】本発明の一実施形態によってユーザがデジタル装置をＩＤＳの表面から離すと
ころを示す図である。
【図４Ｄ】本発明の一実施形態によってユーザがデジタル装置をＩＤＳの表面にわたって
移動させるところを示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による、対話式表示面（ＩＤＳ）をデジタル装置とインタフ
ェースさせる方法のフローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態による、対話式表示面（ＩＤＳ）を通じてデジタル装置がア
クセス可能なデジタル情報の操作を可能にする方法のフローチャートである。
【図７】ＩＤＳがデジタル装置の存在に応答することができるようにする本発明の一実施
形態による方法のフローチャートである。
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